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部門 経営 対象 普及 

課題名：担い手確保対策を目的とした農協出資型農業生産法人の課題と方向 

［要約］農協出資法人の主流である「農協直営型」法人では、農作業受託・農業経営が

主な事業となるが、農産物価格の低迷や受託農地が条件不利地である等の理由から、収

益が不十分な場合が多い。このため、新たに農協で農業生産法人を設立する場合は、他

に収入源となる事業に取り組むなど、慎重に検討する必要がある。 

ﾌﾘーｷーﾜーﾄ゙  農協出資型法人、担い手、法人の類型化、農協直営型、収益部門 

実施機関名 主  査 農林総合研究センター・企画経営部・流通経営研究室 

 協力機関 全農千葉県本部 

実施期間 ２００７年度～２００９年度 

［目的及び背景］ 

地域農業振興を図る上で農協が果たすべき役割として、農地、担い手等地域資源のコ

ーディネート機能の確立が課題となり、その解決のための一つの手段として、農協出資

型農業生産法人（以下、農協出資法人）を中核とした地域営農システムの確立が提唱さ

れている。農協出資法人には様々な形態があり、地域内での位置づけもそれぞれ異なる

ため、法人設立に伴う課題の整理が必要である。 

 

［成果内容］ 

 １ 「農協出資型法人」は農協と法人の関わり方によって「農協直営型」と「担い手支

援型」の２つに大別できる（表１）。現在、県内で設立されている農協出資法人は「農

協直営型」２法人と「担い手支援型」２法人である。 

 ２ 「農協直営型」は水稲や畑作物の作業受託や経営受託が主業であるが、ほとんどの

事例でこの部門の経営は赤字または悪化となっている。この理由として、米価の低迷、

農協出資法人であるために条件不利地や分散借地での非効率な受託作業を余儀なくさ

れること、見通しの不十分な計画による事業の未達成、資金不足、機械の老朽化、経

営管理能力の不足等が挙げられる（表２）。 

３ 「農協直営型」法人の設立・運営上の留意点として、主業以外にも着実な収益部門

の確保が不可欠であることと、法人単独の経営努力に留まらず、農協本体との密な連

携や行政等の理解と協力が重要である。 

 ４ 法人設立意向のある農協が「農協直営型」を選択する場合、３を考慮した慎重な設

立・経営計画が不可欠である。 

 ５ 「担い手支援型」は、農協や全農県本部が園芸品等の生産販売で既に経営実績のあ

る経営体や法人に出資している事例が多い。農協組織がその経済機能を提供しながら

将来性のある法人（担い手）を育成し、良好な関係を構築する手段として有効である。 

 

［留意事項］ 

 １ 地域の担い手不足と耕作放棄地対策等を目的に「農協直営型」法人を設立しても、

経営収支の点から持続的な経営は困難である可能性が高く、設立目的を達成すること

は難しい。このため、今後の担い手確保や耕作放棄地の問題については、「農協出資法

人」とは別の視点も加えて研究する必要がある。 

 ２ 2009年度以降、県内で当初法人設立の意向があった殆どの農協が計画を凍結する等、

法人設立が極めて消極的になったことから、今後は黒字経営成立に必要な具体的条件

を整理する必要がある。 

 

［普及対象地域］ 

県内全域 

 

［行政上の措置］ 

 

 

［普及状況］ 



［成果の概要］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）既往の研究に加え、県内で設立された３法人の他、他県の法人や中央会、全農県本部への聞き取

り調査を行った結果に基づき、独自に類型化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［発表及び関連文献］ 

  全農千葉県本部にて成果の報告会を実施した。 

 

［その他］ 

平成 17年度試験研究要望課題（提起機関：全農千葉県本部） 

表１　農協出資法人の類型化

大分類 設立目的 種類 概要 備考

農作業・農業経営受
託を主体に行う法人
（水稲型）
（園芸型）

遊休農地解消のため、法人自らが
水田、畑作で農業生産、農作業受
託を行う。

収益性と雇用の周年化
が課題（水稲型）
収益事業の展開が課題
（園芸型）

調整型法人

農協（農地保有合理化法人）で受
託したものを地域の担い手に再委
託、分配を行う。

法人自らが農業生産を
行ってもよい。担い手
育成を目的とする。

多面事業対応型法人

農業以外に収入確保のため様々な
事業を展開。加工・業務需要向け
に契約販売、農産物の加工・販
売、労働者派遣・職業紹介事業、
冬期除雪作業等様々。

上記２つの発展型。行
政・農協の支援必要。
特色ある事業が展開で
きるかが課題。

集落経営体的法人 集落営農法人に農協が出資。

担い手支援的法人
園芸作物の生産販売が主事業の農業生
産法人に農協又は全農県本部が出資。

農協直営型
（自治体との
共同出資も含
む）

地域農業生産の維
持と活性化。農地
の保全、担い手不
足に対応。

担い手支援型
地域の担い手支
援、法人と農協と
の関係を強化

表２　事例調査から明らかになったＸ県と本県における「農協直営型」８法人が抱える主な問題点

※経営状況：　△･･･課題は多いが比較的良好な経営　　×･･･赤字または実質的に赤字に近い経営

主な経営上の問題 

（●：調査で確認できたもの、－：未確認のもの） 
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Ａ 水稲作業の受託 × ● ● ● ● ● 野菜の生産販売 × 

Ｂ ライスセンター運営受託、水稲

作業、経営受託 

△ ● ● － ● ● カンショの洗い作業 ○ 

Ｃ ライスセンター運営受託、水稲

作業の受託 

× ● ● ● ● ● 水稲苗の生産販売 ○ 

Ｄ 農産物生産販売 × ● － － ● ● 野菜の生産販売 × 

Ｅ ライスセンター、育苗センター運

営受託、水稲作業の受託 

△ ●  ● ● － 
－ 

 

Ｆ ライスセンター、育苗センター運

営受託、水稲作業、経営受託 

× ● ● ● ● － 
－ 

 

Ｇ 水稲作業、経営受託 × ● ● ● ● ● 水稲苗の生産販売 ○ 

Ｈ 畑作物の生産販売 × ● ● ● ● ● －  

 


